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障 第 0 2 1 3 0 0 0 1 号

平 成 3 0 年 2 月 1 3 日

指定障害福祉サービス事業所

指定一般相談支援事業所 運営法人の長 様

指定特定相談支援事業所

指定障害児通所支援事業所

指定障害児相談支援事業所

和歌山県福祉保健部
福祉保健政策局 障害福祉課長

（公印省略）

指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援

事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の事業廃

止（休止）に係る留意事項等について（通知）

平素は、本県障害福祉行政の推進に御理解と御協力をいただきありがとうございま

す。

さて、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援

事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者（以下「事業者」

という。）は、事業を廃止（休止も含む。以下同じ。）する一月前までにその旨を県

知事に届け出なければならないと定められています。また、事業者は届出の日前一月

以内に当該指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援、指定障害

児通所支援及び指定障害児相談支援（以下「サービス等」という。）を受けていた者

であって、廃止（休止）の日以後においても引き続きサービス等の提供を希望する者

に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の事業者その他関係者との

連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないという責務が規定されています

（障害者の日常生活及び社会生活を支援するための法律第43条第4項、第51条の23第3

項、第51条の24第3項、児童福祉法第21条の5の18第4項、第24条の31第3項）。

つきましては、平成29年7月28日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉課事務連絡

についても御承知いただくとともに、廃止（休止）届の提出に際して下記の書類を提

出してください。貴法人所管事業所に周知いただき、事務処理に遺漏がないようお願

いいたします。

なお、本通知における取扱いは、平成30年2月14日以後に本県あて廃止・休止届出

書を提出する事業所が対象となりますので申し添えます。

記

１．指定障害福祉サービス事業者､指定一般相談支援事業者､指定特定相談支援事業者

①廃止・休止・再開届出書（様式第3号）

②障害福祉サービス事業等・障害児通所支援事業等 廃止(休止）届

③利用者対応記録表

２．指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者

①廃止・休止・再開届出書（様式第3号）

②障害福祉サービス事業等・障害児通所支援事業等 廃止(休止）届

③利用者対応記録表

※各様式は和歌山県障害福祉課の 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課

ホームページからダウンロード 在宅福祉班 TEL:073-441-2533

できます。 施設福祉班 TEL:073-441-2537
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事 務 連 絡 

平成２９年７月２８日 

 

 

   都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）御中 

   中 核 市  

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部企画課監査指導室 

障 害 保 健 福 祉 部 障 害 福 祉 課 

 

 

指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等について 

 

 

 指定障害福祉サービス事業者については、事業廃止（休止も含む。以下同じ。）の際、事

業の廃止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提

供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害

福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならな

いことが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）第４３条第４項に事業者の責務として規定されています。 

 今般、改めて指定障害福祉サービス事業者が事業廃止を行う際の留意事項等を下記のとお

りお示ししますので、貴管内市町村、指定障害福祉サービス事業者、関係団体、関係機関等

に周知徹底を図っていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 法第４３条第４項の事業者責務の徹底について 

  法第４２条第３項には、「指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この

法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなけれ

ばならない。」ことが規定されている。また、法第４３条第４項には、「指定障害福祉サー

ビス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、

当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業

の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサー

ビスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他

の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わな

ければならない。」ことが規定されている。 
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  各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、改めて指定障害福祉サービス事業者に

対し、法令遵守の周知・徹底をお願いする。 

 

２ 廃止届を受理する際の留意点について 

  指定障害福祉サービス事業者は、事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一月前ま

でに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８

年厚生労働省令第１９号）第３４条の２３第４項に規定する現に指定障害福祉サービスを

受けている者に対する措置等を事業所の所在地を管轄する都道府県、指定都市又は中核市

に届け出なければならないこととなっているが、その際、現に指定障害福祉サービスを受

けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リスト

の作成に当たり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を

聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として障害者に

対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出させるようにすること。 

  この際、利用者の利用調整が未整備な場合には、法第４３条第４項の規定に基づく事業

者責務を果たしていないこととなるので、法第４９条第１項又は第２項の規定に基づく勧

告を行うこと。勧告を行うことで、事業所が廃止になった後も法人が残る場合であって、

勧告内容に正当な理由がなく従わない場合には、法第４９条第４項の規定に基づく命令を

行うことも可能であり、命令を行った場合は、法第４９条第５項の規定に基づき公示を行

うこと。  

また、命令を経ても当該勧告に係る措置をとらない場合には、法第４２条第３項に違反

するものとして、法第５０条第１項第２号の規定に基づく指定の取消しを行うこと。 

  また、あわせて法第５１条の３第１項に基づく法人への立入検査を行うことも検討する

とともに、業務管理体制の整備に係る届出先が厚生労働省の場合は、必要に応じて厚生労

働省に業務管理体制の検査を要請すること。 

 

３ 廃止日以後も引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望す

る利用者の取扱い 

仮に指定障害福祉サービス事業者が法４３条第４項の便宜の提供を図る義務を怠る場

合であって、現に指定障害福祉サービスを受けている者の受入先が事業廃止まで決まらな

い場合には、都道府県、指定都市又は中核市は、勧告や命令といった措置を講じつつ、併

せて、関係機関や関係団体と協力して利用者の受入先の調整に努めること。都道府県、指

定都市、中核市、関係機関や関係団体が協力してもなお、受入先の調整が整わない場合に

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１

号）等により「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」として扱い、指定障害

福祉サービス事業者に、定員を超過しての受入れも要請し、定員を超えての受入れを行う

場合、その際の介護給付費等については、特例的に所定単位数の減算は行わない取扱いと

して差し支えない。 
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（参考） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二

十三号）（抄） 

 

（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務） 

第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下「指定

事業者等」という。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の

職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連

携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情

に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。 

２ 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を

講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。 

３ 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく

命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

（指定障害福祉サービスの事業の基準） 

第四十三条  

４ 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の

届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者

であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ

スに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提

供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜

の提供を行わなければならない。 

 

（変更の届出等） 

第四十六条 

２ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月

前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（勧告、命令等） 

第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該

当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各

号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 

一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四

十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守

すること。 

二 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及
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び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない

場合 当該基準を遵守すること。 

三 第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。 

２ 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号（のぞみの園の設置者に

あっては、第三号を除く。以下この項において同じ。）に掲げる場合に該当すると認める

ときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措

置をとるべきことを勧告することができる。 

一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第

一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。 

二 第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営

に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 

当該基準を遵守すること。 

三 第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提

供を適正に行うこと。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定

事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができ

る。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な

理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限

を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならな

い。 

 

（指定の取消し等） 

第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害

福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指

定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

二 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められると

き。 

 

（業務管理体制の整備等） 

第五十一条の二 指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよ

う、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 

２ 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 

一 次号及び第三号に掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 

二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指
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定都市（以下「指定都市」という。）の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長 

三 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業

者等（のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の

四第五項において同じ。）又はのぞみの園の設置者 厚生労働大臣 

 

（報告等） 

第五十一条の三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした

指定事業者等（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の

規定による届出をした指定事業者等を除く。）における同条第一項の規定による業務管理

体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは

帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事

業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当

該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サー

ビス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検

査させることができる。 

 

（勧告、命令等） 

第五十一条の四 第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該

届出をした指定事業者等（同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあって

は、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。）が、同条第一項の厚生労働省令

で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定

事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理

体制を整備すべきことを勧告することができる。 

 

 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年厚

生労働省令第十九号）（抄） 

 

（指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等） 

第三十四条の二十三  

４ 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止

しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当

該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

一 廃止し、又は休止しようとする年月日 

二 廃止し、又は休止しようとする理由 

三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置 

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 
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障害福祉サービス事業者の指定等手続の流れ

（障害福祉サービス事業を行う者）

都道府県への申請

指定
（第36条第1項）

指定の更新
（第41条第1項）

変更届・再開届
（第46第1項）

廃止届・休止届
（第46条第2項）

更新の申請
（第41条2項）

・指定の取消し
・指定の効力の停止

（第50条第1項）

指導・監査等
（第10条、第11条、第48条）

勧告
（第49第1項・2項）

命令
（第49条第4項）

指定の拒否
（第36条第3項）

・名称、所在地等に変更があった
とき
・休止した事業を再開したとき

事業を廃止又は休止するとき

勧告に従わないとき

・人員基準を満たさないとき
・設備、運営基準を満たさないとき
・取消しから５年を経過していないとき
・申請前５年以内に不正又は著しく不当な行為をしたとき 等

定期又は随時の検査、指導等

サービスの「種類」及び「事業
所」ごとに申請を行う

指定有効期間満了までに処分がされないときは、処分されるまでの間は効力を有する

６
年
間

基準に従った人員配置、適切な事
業運営を行っていないとき

・欠格条項に該当したとき
・基準に従った人員配置、適切な事業
運営ができなくなったとき
・不正な手段により指定を受けたとき

事業者の責務
（第42条）

・法令遵守
・適切なサービス提供 等

（参考）
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年 月 日

和歌山県知事　様

届 出 者
氏名（名称及び代表者名） 印

　下記事業を（　廃止　・　休止　）したいので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第７９条第４項及び児童福祉法第３４条の３第４項により届け出ます。

事 業 所 名

所 在 地

事業の種類

名 称

事務所の所在地

平成　　年　　月　　日

障害福祉サービス事業等
廃止（休止）届

障害児通所支援事業等

住所（事務所の所在地）

記

事　業　所

事　業　者

現に便宜を受け、又は入所している
者に対する措置

休止の期間 　　平成　　　年　　　月　　　日～平成　　　年　　　月　　　日

廃止又は休止の別 廃　　　止　　　　・　　　　休　　　止

廃止又は休止しようとする年月日

廃止又は休止の理由
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利用者氏名 支給決定市町
現在利用中の
サービス

異動先の
サービス事業所（予定）

例）紀州　一男 〇〇町 就労継続支援Ａ型
 社会福祉法人〇✕会
 △△△

※廃止（休止）届前一月以内の利用者全てについて、希望や意向を聴取し、関係機関と連絡調整を行った記録を記載してください。
※当該リストの作成にあたり実施した個々の面談記録等も併せてご提出ください。
※上記記載内容について、利用者の支給決定市町村に確認することがあります。

利用者対応記録表

事 業 所 番 号

廃止・休止する事業所

名 称

所 在 地

指定障害福祉サービス、指定一
般相談支援及び指定計画相談
支援の種類

異動先で
希望するサービス

面談記録

就労継続支援Ａ型

〇月×日（本人(続柄･氏名)）と面談
グループホームから３㎞以内のところで、一日4時
間、週に5日働きたいと希望。相談支援事業所■■と
一緒に就A事業所△△△利用について検討、〇月◇
日見学、廃止日翌日からの利用を合意。
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（様式第３号）

年 月 日

知事　殿

事 業 者
印

（名称及び代表者氏名）

次のとおり事業の廃止（休止・再開）をしましたので届け出ます。

（注）１　廃止・休止する日の1月前までに届け出てください。

　　　２　再開した日から10日以内に届け出てください。

　　　３　事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前　　　　　

　　　　　と異なる場合には、勤務体制・形態一覧表を添付してください。
　　　４　廃止・休止に係る届出にあっては、利用者対応記録表を添付してください。

休止予定期間 平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

事 業 所 番 号

名 称

所 在 地

平成　　年　　月　　日廃止・休止・再開した年月日

廃止・休止した理由

現に指定障害福祉サービスを受けていた者
に対する措置（廃止・休止した場合のみ）

廃止（休止・再開）する事業所

廃止・休止・再開届出書

住 所
（所在地）
氏 名

事 業 の 種 類
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（参考様式１０）

申請者（法人）名 （ )

TEL FAX

注　当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問
その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又
はこれらに準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者に
ついて記入・押印してください。

役 員 等 名 簿

（ふりがな） 生年月日 住　　所
押印

氏　　名 役職名
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（参考様式１０）

申請者（法人）名 （ )

TEL FAX

上記
ジョウキ

役員
ヤクイン

等
トウ

名簿
メイボ

に記載
キサイ

のものは、当法人
トウホウジン

にかかるすべての役員
ヤクイン

等
トウ

であることを証明
ショウメイ

します。

平成　　年　　月　　日　

申請者 所在地

名　称

代表者 住　所

氏　名 印

注　当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その
他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者と同等の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入の
上、申請者が証明してください。

役 員 等 名 簿

（ふりがな） 生年月日 住　　所

氏　　名 役職名
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年 月 日

和歌山県知事　様

届 出 者
氏名（名称及び代表者名） 印

　下記事業を開始したいので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７９条
第２項、及び児童福祉法第３４条の３第２項により届け出ます。

・障害福祉サービス事業　（種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・相談支援事業　（　　一　般　　・　　特　定　　　）

・移動支援事業

・地域活動支援センターを経営する事業

・福祉ホームを経営する事業

・障害児通所支援事業　（種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・障害児相談支援事業

内　　容

名　　称

事務所の所在地

職員の職種

施設の名称

所　在　地

利用定員

別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略

療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・自立訓練・
就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・地域活動支援セン
ター・福祉ホーム
児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育
所等訪問支援・障害児相談支援

種　　類

障害福祉サービス事業等
障害児通所支援事業等

開始届

合　　　　　　　　　　計 人

主な職員の氏名及び経歴 別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略

住所（事務所の所在地）

記

事　　　　業

事業を行おうとする区域

人

人

種　　類

当該事業の用に
供する施設

職　務　の　内　容 職員の定数

人

事　業　者

条例、定款その他の基本約款

事業開始の予定年月日

収　支　予　算　書

事　業　計　画　書

別　　紙　　の　　と　　お　　り　　

別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略
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年 月 日

和歌山県知事　様

届 出 者
氏名（名称及び代表者名） 印

　下記事業に変更が生じたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第７９条第３項及び児童福祉法第３４条の３第３項により届け出ます。

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

職員の職種

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

障害福祉サービス事業等
変更届

障害児通所支援事業等

変　更　年　月　日

収　支　予　算　書

事業を行おうとする区域

事　業　計　画　書

別　　紙　　の　　と　　お　　り　　

別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略

事業開始の予定年月日

種　　　類

当該事業の用に供
する施設

利用定員

所　在　地

施設の名称

住所（事務所の所在地）

記

事　　　業

事　業　者

職　務　の　内　容 職員の定数

種　　類

人

人

人

内　　容

名　　称

事務所の所在地

条例、定款その他の基本約款 別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略

人

人

人

人

主な職員の氏名及び経歴 別紙のとおり　　／　　指定申請等と同じにつき省略

変更後
合　　　計

人変更前
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年 月 日

和歌山県知事　様

届 出 者
氏名（名称及び代表者名） 印

　下記事業を（　廃止　・　休止　）したいので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第７９条第４項及び児童福祉法第３４条の３第４項により届け出ます。

事 業 所 名

所 在 地

事業の種類

名 称

事務所の所在地

平成　　年　　月　　日

障害福祉サービス事業等
廃止（休止）届

障害児通所支援事業等

住所（事務所の所在地）

記

事　業　所

事　業　者

現に便宜を受け、又は入所している
者に対する措置

休止の期間 　　平成　　　年　　　月　　　日～平成　　　年　　　月　　　日

廃止又は休止の別 廃　　　止　　　　・　　　　休　　　止

廃止又は休止しようとする年月日

廃止又は休止の理由
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月 日 曜 行事名 会場 主催

4 30 日 第17回和歌山県障害者スポーツ大会（フライングディスク競技） 紀三井寺公園陸上競技場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

5 7 日 第17回和歌山県障害者スポーツ大会（ボウリング競技） 和歌山グランドボウル
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

5 21 日 第17回和歌山県障害者スポーツ大会開会式及び大会（陸上競技） 紀三井寺公園陸上競技場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

5 28 日 第17回和歌山県障害者スポーツ大会（アーチェリー競技・卓球競技） 県子ども･女性･障害者相談センター
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

6 4 日 第17回和歌山県障害者スポーツ大会（水泳競技） 秋葉山公園県民水泳場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

7 30 日 第17回全国障害者スポーツ大会結団式 わかやま館 和歌山県障害者スポーツ協会

8 5 土 障害者スポーツ指導員養成講座 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

8 6 日 障害者スポーツ指導員養成講座 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

8 19 土 障害者スポーツ教室（水泳） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

8 20 日 障害者スポーツ指導員養成講座 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

8 27 日 障害者スポーツ教室（卓球バレー） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

9 2 土 障害者スポーツ教室（カヌー） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

9 3 日 第2回車椅子バスケットボール琴の浦杯 県立体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

9 10 日 田中健治杯「第１４回和歌山県オープン卓球バレー大会」 県立体育館 和歌山県卓球バレー協会

9 24 日 第11回和歌山県障害者グラウンド・ゴルフ大会 砂の丸広場 和歌山県障害者スポーツ協会

10 1 日 フライングディスク競技　記録会 紀三井寺公園陸上競技場 和歌山県障害者スポーツ協会

10 7 土 障害者スポーツ教室（アーチェリー） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

10 18 水 ナイスハート・ふれあいのスポーツ広場和歌山大会 和歌山ビッグウエーブ
全日本自動車産業労働組合総連合会和歌山地方協議会
公益財団法人国際障害者年記念ナイスハート基金

10 22 日 障害者スポーツ教室（卓球） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

11 12 日 ふれあいインドアアーチェリー 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

11 19 日 フレンドシップ２０１７ 和歌山県立体育館
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

11 26 日 日本知的障がい者ソフトボール連盟西日本大会 粉河グラウンド 和歌山県障害者スポーツ協会

12 3 日 第36回黒潮オープン和歌山県障害者卓球選手権大会 和歌山県立体育館 和歌山県障害者スポーツ協会卓球部会

12 3 日 第14回ゆうあいスポーツフェスタ 和歌山ビッグホエール
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

12 23～24 土・日 第2回全国知的障害者親睦バレーボールわかやま大会 岩出市体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

1 18 木 障害者スポーツ教室（ボウリング） 和歌山グランドボウル 和歌山県障害者スポーツ協会

1 21 日 障害者スポーツ教室（卓球・ボッチャ） 那智勝浦町体育文化会館 和歌山県障害者スポーツ協会

1 29 月 第18回和歌山県障害者スポーツ大会説明会 県子ども･女性･障害者相談センター
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

2 4 日
第18回全国障害者スポーツ大会（サッカー競技）和歌山県予選会（中
止）

紀三井寺陸上競技場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

2 11 日 障害者スポーツ教室（卓球） 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

3 11 日 障害者スポーツ教室（テニス・ふうせんバレー） 和歌山市立河南総合体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

3 19 日 第17回全国障害者スポーツ大会（ソフトボール競技）和歌山県予選会 粉河総合運動公園
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

平成２９年度　障害者スポーツ関係行事一覧
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月 日 曜 行事名 会場 主催

5 13 日
第18回和歌山県障害者スポーツ大会
（ボウリング競技）

和歌山グランドボウル
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

5 13 日
第18回和歌山県障害者スポーツ大会
（アーチェリー競技・卓球競技）

県子ども･女性･障害者相談センター
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

5 20 日 第18回和歌山県障害者スポーツ大会開会式及び大会（陸上競技） 紀三井寺公園陸上競技場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

6 3 日
第18回和歌山県障害者スポーツ大会
（水泳競技）

秋葉山公園県民水泳場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

6 10 日 第18回全国障害者スポーツ大会フットベースボール競技近畿大会 粉河グラウンド
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

7 22 日 第18回全国障害者スポーツ大会結団式 未定 和歌山県障害者スポーツ協会

9 9 日 田中健治杯第15回和歌山県オープン卓球バレー大会 県立体育館 和歌山県卓球バレー協会

9 30 日
第18回和歌山県障害者スポーツ大会
（フライングディスク競技）

紀三井寺公園陸上競技場
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

10 13～15 土～月 第18回全国障害者スポーツ大会 福井県
日本障がい者スポーツ協会、
福井県等

10 28 日 第12回和歌山県障害者グラウンド・ゴルフ大会 打田若もの広場 和歌山県障害者スポーツ協会

11 4 日 第３回車椅子バスケットボール大会琴の浦杯 県立体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

11 11 日 第12回和歌山県障害者ふれあいインドアアーチェリー大会 県子ども･女性･障害者相談センター 和歌山県障害者スポーツ協会

11 18 日 フレンドシップ２０１８ 未定
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

12 2 日 第15回ゆうあいスポーツフェスタ 和歌山ビッグホエール
和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

12 9 日 第37回黒潮オープン和歌山県障害者卓球選手権大会 県立体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

12 15･16 土･日 第3回全国知的障害者親睦バレーボールわかやま大会 県立体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

3 3 日 障害者スポーツ教室 和歌山市立河南体育館 和歌山県障害者スポーツ協会

3 10 日 第6回わかやま障害者フライングディスク大会 和歌山市立河南体育館 和歌山県障害者フライングディスク協会

3 24 日 第19回全国障害者スポーツ大会和歌山県予選会（サッカー競技） 紀三井寺公園補助競技場 和歌山県障害者スポーツ協会

（注意）第18回和歌山県障害者スポーツ大会の申込みは終了しております。

平成３０年度　障害者スポーツ関係行事一覧（予定）

※障害者スポーツ指導者養成研修・障害者スポーツ教室・様々な障害者スポーツの大会を平成３０年度も実施する予定となっております。
【問合せ先】　和歌山県障害者スポーツ協会　（０７３－４４５－７３１４）

★大会情報等については、わかやま県政ニュース（http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/）に随時掲載します。
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『わかやま障害福祉メールマガジン』のご案内 

 

和歌山県障害福祉課では、毎月第２水曜日にメールマガジンを配信して 

います。 

研修会・講習会のご案内や県からのお知らせ、また障害福祉に関するア

ドバイザーさんの講座など、盛りだくさんで掲載しています。 

ご登録、ご購読は無料となっておりますので、是非この機会にご登録を

お願いします。 

 

 

【登録方法】、 

以下のサイトから登録できます。 

 

まぐまぐのサイト（URL）  http://www.mag2.com/ 

 

 〝わかやま障害福祉″で、サイト内検索されると１誌該当があります。 

「わかやま障害福祉メールマガジン」をクリックし、受信するメールア

ドレスを入力後、「登録する」をクリックしてください。 

 

登録後は、バックナンバーもご覧いただけます。 

 皆様のご登録をお待ちしています！ 

 

 

 

 

             

【お問合わせ】 

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 

障害福祉課計画調整班 菅谷 

              ＴＥＬ：０７３－４４１－２５３１ 

              ＦＡＸ：０７３－４３２－５５６７ 

              E-mail：e0404001@pref.wakayama.lg.jp 
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